
申請先・申請方法 備考

（※1）　交付要項別表に掲げる１～５６に該当する介護サービス事業所・施設等
（※2）　申請者（法人代表者）と口座名義人が異なる場合は、委任状が必要となります。県HPから様式をダウンロードし、委任者押印のうえ、別途、郵送にて提出してください。

　　上記の場合、法人単位で2つの申請（請求）書を作成し、それぞれの申請先に申請する必要があります。
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令和３年度熊本県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所・施設等の感染防止対策支援
事業費補助金【申請（請求）先・申請（請求）方法等：フローチャート）】

　例）A法人内に以下の5事業所（B～F事業所）がある場合で、上記フローチャートに基づき整理すると、
　　　　B、C事業所（毎月の介護報酬請求は国保連に電子申請で行っている。債権譲渡利用なし。）　⇒　申請先：県国保連
　　　　D、E事業所（毎月の介護報酬請求は国保連に電子申請で行っている。債権譲渡利用あり。）　⇒　申請先：県
　　　　   F事業所（毎月の介護報酬請求を紙またはCD-R等により行っている。）　　　　　　　　　⇒　申請先：県

　県国保連申請の場合は、県国
保連登録口座を通じて、法人内
の事業所・施設ごとに支払われ
ます。

毎月の介護報酬の請求状況

【県国保連】

県国保連電子請求受付
システムによるオンライ
ン（インターネット）申請

【県】

原則、県受付窓口への
電子メール申請（※電子
メール申請がやむを得ず
対応できない場合は、電
子媒体（CD-R）による郵
送での申請も可）

毎月の介護報酬に
ついて、県国保連に
インターネットにより
請求している

債権譲渡（介護報
酬ファクタリング）
を利用していない

毎月の介護報酬に
ついて、県国保連に
紙またはCD-R等に
より請求している

①　申請（請求）は、法人単位での申請（対象期間３か月分をまとめての原則１回限り）となります。

②　法人内の各介護サービス事業所・施設等においては、毎月の介護報酬について、県国保連に請求されていますが、今回の標記補助金の
　申請（請求）については、毎月の介護報酬請求の形態によって、申請先が異なります。
　　以下のフローチャートにより、法人内の各介護サービス事業所・施設等の申請（請求）先が、県国保連または県のどちらになるのか、
　必ず確認してください。

【留意事項】

　債権譲渡利用による県申請の
場合は、別途、法人代表口座を
記載した「口座振込申出書」が
必要となりますので、県HPから様
式をダウンロードして、必要事項を
記入のうえ、申請書と併せて提出し
てください（※2）。
　このため、法人代表口座への一
括支払いとなります。
　なお、上記以外による県申請の
場合は、県国保連登録口座を通じ
て法人内の事業所・施設ごとに支
払われます。
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